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京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関

する受託事業者の公募について（プロポーザル説明書） 
 

京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関する受託

事業者の選定に当たり、公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行いますので、次のとお

り提案を募集します。 

 
１ 委託業務の目的 

京都市教育委員会において現在導入している例規執務サポートシステム（以下「システム」

という。）は、①例規及び原議の管理、検索及び閲覧、②例規の起案支援及び審査、③法令等の

制定、改廃等に係る情報提供並びに④法令の検索といった機能を備えたものであるが、この度、

例規執務の更なる効率化、及び市民等に対する情報発信を図る観点から、システムの更新を行

おうとするものである。 

 

２ 委託業務の内容 

⑴ 件名 

京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務 

⑵ 委託期間 

契約締結日（令和８年４月１日を予定）から令和１３年３月３１日まで 

⑶ 委託内容 

別紙１「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託

のプロポーザル仕様書」のとおり 

 

３ 契約上限額 

金７，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
ただし、委託料の支払は、年度ごとに当該年度の予算（おおむね契約上限額の５分の１）

の範囲内で行うものとする。 

 

４ プロポーザルの参加資格 

⑴ プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

ア 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されてい

る者（以下「競争入札参加有資格者」という。）であること。なお、競争入札参加有資格者

でない場合であっても、京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者



である場合は、競争入札参加有資格者とみなす。 

イ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けてい

ないこと。 

ウ 都道府県又は政令指定都市において、本件業務と同様の業務を受注した実績を有してい

ること。 

⑵ 契約の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体（以下「コンソーシ

アム」という。）を結成する場合は、事業者側で定めた代表幹事業者が、上記⑴を満たしてい

ること。 

なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、企画提案書の提出時に「京都市教育関

係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務に係る協定書」（様式６）を併

せて提出すること。 
 

５ 応募手続等 

プロポーザルに応募するものは、次のとおり、参加表明書、企画提案書等を提出すること（提

出先は、下記「１１ 問合せ及び提出先」のとおり）。 
⑴ 関連書類の交付 

プロポーザルに関する以下の書類を、京都市教育委員会ホームページ上で交付する。 

ア 京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関す

る受託事業者の公募について（プロポーザル説明書）（本書） 
イ 京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託のプロ

ポーザル仕様書（別紙１） 
ウ 京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託のプロ

ポーザル企画提案書等作成要領（別紙２） 
エ 提案内容評価要領（別紙３） 
オ 提案内容評価表（別紙４） 
カ 提案のための様式（様式１～６） 

⑵ 参加表明書等の提出 
次の書類を令和８年２月１９日（木）までに提出すること。提出方法は電子メールとする。 

ア 参加表明書（様式１） 
コンソーシアムを結成して参加する場合は、各事業者の役割分担を記載した資料（様式

は任意とする。）を添付すること。 
イ 会社概要（様式２） 

コンソーシアムを結成して参加する場合は、その代表幹事業者について会社概要を提出

すること。 
⑶ 企画提案書等の提出 

別紙２「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託

のプロポーザル企画提案書等作成要領」に基づき、次の書類を令和８年２月２７日（金）ま

でに提出すること。提出方法は電子メールとする。ただし、容量制限等により電子メールに

よる提出が困難な場合は、ＣＤ－Ｒその他の電子媒体により提出すること（電子媒体を郵送



する場合は、上記期限に必着とする。）。 
ア 企画提案書及び企画提案書記載事項確認書（様式３） 
イ 見積書（様式４） 
ウ 経費内訳書（様式５） 
※ コンソーシアムを結成して参加する場合は、京都市教育関係例規執務サポートシステム

の構築、データ更新等に係る業務委託に関する協定書（様式６）を併せて提出すること。 
⑷ その他 
ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
イ 失格となる参加表明書、企画提案書等 

参加表明書、企画提案書等が、次の事項のいずれかに該当するものは、失格となる場合

がある。 
なお、失格となった場合は、別途通知する。 

(ア) 提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

(イ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

(ウ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(エ) 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 制約事項 

(ア) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

(イ) 提出された書類は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

(ウ) 提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する

ことがある。 

(エ) 提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

(オ) 提出された書類は全て返却しない。 

 

６ 本件に対する質問期限及び回答 

⑴ 質問のできる者 

本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、前記「５ 応募手続等」の参加表明書を提

出した者とする。 
⑵ 質問期限 

令和８年２月１９日（木） 
※ 質問期限後の質問は、一切受け付けない。 

⑶ 質問方法 
京都市教育委員会事務局総務部調査課（担当：青木）に電子メールで問い合わせることし

（様式自由）、面談又は電話での質問は一切受け付けない。 
（sv812-aoki@edu.city.kyoto.jp） 
なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、代表幹事業者からの質問のみを受け付

け、コンソーシアムの構成員からの質問は受け付けない。 
⑷ 回答日及び回答方法 

令和８年２月２４日（火）までに、参加表明書の提出のあった者全員に対し、質問事項及

mailto:sv812-aoki@edu.city.kyoto.jp


びその回答を電子メールで通知する。 
 
７ 企画提案書に関するプレゼンテーション 

提出された企画提案書等の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施す

る。 

⑴ 実施時期 

令和８年３月６日（金）（予定） 
⑵ 実施場所 

京都市役所北庁舎内（京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８）（詳細は別途連

絡） 
⑶ 注意事項等 
ア プレゼンテーションの実施時間は、６０分以内とし、企画提案の説明時間は、４５分程 

 度、京都市教育委員会からの質問及びその回答時間は、１５分程度とする。 
イ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 
ウ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とする。 

エ プレゼンテーションに必要となるパソコン、プロジェクター等は提案者が用意すること。 

 
８ 受託候補者の選定に関する審査基準 

別紙３「提案内容評価要領」及び別紙４「提案内容評価表」のとおりとする。 
 

９ 受託者の決定 

⑴ 受託候補者の決定 
前記「８ 受託候補者の選定に係る審査基準」に基づき、京都市教育委員会が設置する選

考組織が、企画提案書等及びプレゼンテーションの内容について審査を行い、全ての提案者

の順位を決定し、最も優れていた者を受託候補者（第一交渉権者）に選定する。 

なお、当該審査は、受託候補者が１者の場合であっても実施する。 
⑵ 審査結果の通知 

審査結果については、令和８年３月１６日（月）を目途に、電子メールにより通知する。

また、受託候補者その他プロポーザルの参加者の名称及び評価点を、京都市教育委員会ホー

ムページ上で公開する。 
⑶ 受託者の決定 

受託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。 
なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権者

を新たな受託候補者として協議を行う。また、本件業務に係る令和８年度の予算が成立しな

い場合は、契約を締結しない。この場合において、受託候補者は、本件業務に係る準備行為

等に要した費用を、本市に請求することができない。 
 
10 契約に関する基本的事項 

受託者との契約においては、次の事項を基本とする。 



⑴ 契約金額 

契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

⑵ 契約内容 

契約内容は、仕様書、企画提案書、プレゼンテーションの内容に基づき、受託候補者と協

議のうえ決定する。ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

⑶ 契約期間 

契約の期間は、契約締結日（令和８年４月１日を予定）から令和１３年３月３１日までと

する。 

⑷ 特約事項 
ア 企画提案内容の実現に必要な追加費用は、全て受託者の負担とし、本市は、契約におい

てあらかじめ約定した金額以外に追加の支出を行わない。 

イ 本市は、契約締結年度の翌年度以降において委託料に係る歳出予算の金額について減額

又は削除があった場合は、本件業務委託契約を解除することができる。この場合において、

受託者は、本市が翌年度以降に支払を予定していた委託料を請求することはできない。 
ウ 本市がイにより契約を解除した場合には、受託者は、これにより生じた損害の賠償につ

いて、本市に請求することはできない。 
エ 受託者が、本件業務委託契約について、企画提案書等に記載された金額で履行できない

場合は、本市に対し、違約金を支払わなければならない。 

⑸ 再委託の禁止 
受託者は、本件業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本

市が承認した場合は、この限りでない。 
⑹ 契約保証金 

不要とする。 
⑺ 委託料の支払 

本市は、履行期間の年度ごとに、当該年度における業務の完了後、受託者の請求により委

託料を支払う。 
⑻ 進捗管理 

本市は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することがで

きないと判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物

があるときは、当該成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがあ

る。そのときは、当該成果物に相応する委託料を支払うものとする。 
⑼ 契約不適合責任 

ア 本市は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合し

ないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当

該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、受託者に対し

てその不適合（以下「契約不適合」という。）の修正等の履行の追完を請求することがで

き、受託者は、当該追完を行うものとする。ただし、本市に不相当な負担を課するもので

はないときは、受託者は本市が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができ

る。 



イ 本市は、契約不適合により損害を被った場合、受託者に対して損害賠償を請求すること

ができる。 

ウ 本市は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされな

い場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができ

ないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 

エ ア、イ及びウの規定は、契約不適合が本市の提供した資料等又は本市の与えた指示によ

って生じたときは適用しない。ただし、受託者がその資料等又は指示が不適当であること

を知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

オ 受託者がア、イ及びウの責任その他の契約不適合責任を負うのは、引渡しを受けた日か

ら２年以内に本市から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、引渡しを

受けた時点において受託者が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、

又は契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合は、この限りでない。 

 
11 問合せ先及び提出先 

〒６０４－８４３７ 

京都市中京区西ノ京東中合町１ 

京都市教育委員会事務局総務部調査課 担当：青木、岸田 

電 話：０７５－３３４－９２２２ 

メール：sv812-aoki@edu.city.kyoto.jp 
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１ 概要 
⑴ 件名 

京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託 

⑵ 目的 

京都市教育委員会において主に次の４つの機能を備えた例規執務サポートシステム（以下

単に「システム」という。）を導入しているところ、より効率的なシステムへの更新を図るも

のである。 

①例規及び原議の管理、検索及び閲覧 

②例規の起案支援及び審査 

③法令等の制定、改廃等に係る情報提供 

④法令の検索 

⑶ 用語の説明 

用語 説明 

例 規 

京都市教育委員会が所管し、又は特に指定する条例、市規則、市

訓令甲、教育委員会規則、教育委員会訓令甲、教育長訓令甲その他

重要と認める告示等をいう。 

原 議 公布又は公表された例規の原本をいう。 

例規執務サポート

システム 

以下の機能を備えたシステムをいう。 

１ 例規及び原議の管理、検索及び閲覧が可能なデータベース機能 

２ 例規の改正（制定及び廃止を含む。以下同じ。）に当たり、原議

を起案し、又は審査することを支援する機能 

現行システム 
京都市教育委員会において現在導入している例規執務サポートシ

ステム「ＳＵＰＥＲ－ＲＥＩＫＩ－ＢＡＳＥ」をいう。 

⑷ 業務の概要 

ア 業務内容 

( ア ) 例規の管理業務 

例規の管理を行う。 

( イ ) 例規の検索業務 

職員（京都市教育委員会事務局及び教育機関（学校を含む。）の職員をいう。以下同じ。）

が例規を検索し、これを閲覧する。 

( ウ ) 例規の改正業務 

例規の改正に当たり、原議を起案し、又は審査する。 

( エ ) 例規集の更新業務 

例規集のデータを更新する。 

( オ ) 例規集の外部公開業務 

京都市教育委員会の公式ホームページ上で公開するためのデータを作成する（事業者

が作成・管理するホームページにおいて例規集を公開し、京都市教育委員会の公式ホー

ムページには外部リンクを掲載する方式も許容する。）。 

イ 利用者の特性 

( ア ) 利用者 
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ａ ア( ア )及び( エ )の業務について利用する者 

京都市教育委員会事務局総務部調査課（以下「調査課」という。）の職員 

ｂ ア( イ )及び( ウ )の業務について利用する者 

職員のうち、京都市教育委員会内ネットワーク（以下「イントラネット」という。）

に接続された端末（以下「イントラネットパソコン」という。）を利用して業務を行う

者（令和８年１月２７日現在で１２，６５７人。なお、イントラネットパソコンの台

数は、１５，１８４台） 

ｃ ア( オ )により、インターネットで例規を閲覧する者 

京都市民その他のインターネット利用者 

( イ ) 上記( ア )ｂの者の利用場所 

京都市教育委員会事務局各課の執務室、京都市立学校等 

ウ 業務量（令和７年４月１１日現在） 

( ア ) 例規データ件数 １５３件 

( イ ) 廃止例規データ件数 ８８件 

( ウ ) 過去例規データ件数 平成１６年６月３０日以降の 更新２４回分。ただし、令和３

年７月１日版以降に搭載されている例規のものに限り、搭載する。 

基準年月日 搭載件数 

平成 16 年 12 月 10 日 232 

平成 17 年 7 月 1 日 238 

平成 18 年 6 月 30 日 233 

平成 19 年 7 月 1 日 236 

平成 20 年 7 月 1 日 229 

平成 21 年 7 月 15 日 232 

平成 22 年 7 月 1 日 238 

平成 23 年 5 月 1 日 235 

平成 24 年 5 月 1 日 235 

平成 25 年 9 月 1 日 238 

平成 26 年 6 月 20 日 245 

平成 27 年 7 月 1 日 248 

平成 28 年 6 月 1 日 257 

平成 29 年 7 月 18 日 246 

平成 30 年 7 月 1 日 251 

令和元年 7月 4日 252 

令和 2年 6月 1日 251 

令和 3年 7月 1日 157 

令和 4年 6月 1日 157 

令和 5年 4月 1日 150 

令和 6年 1月 1日 150 

令和 6年 4月 15 日 150 
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令和 7年 1月 1日 152 

令和 7年 4月 11 日 153 

総計 5008 

( エ ) 原議データ件数 ４７５件 ※令和７年４月１１日時点で現行システムに登載されて

いる平成２４年５月２日以降の原議並びに平成５年１２月７日付け原議１件及び平成

２１年１０月３０日付け原議１件。例規改正に伴い増加する。 

( オ ) 年間例規改正件数 ２５件程度 ※年度により増減あり 

エ 業務の実施手順 

次のとおり 

①例規所管課：イントラネットパソコンを使用し、例規検索・原議作成を実施する。 

    ②調 査 課：イントラネットパソコンを使用し、例規所管課が作成した原議を審査す

る。審査過程において例規検索を利用する。 

③受 託 者：受託者が管理するサーバーにおいてデータを更新する。 

 

⑸ システム化の範囲 

下図のとおり 

 
 

⑹ 導入効果 

ア 事務の効率化 

行政事務、特に例規改正に係る事務が効率化される。 

イ 市民サービスの向上 

市民等が本市の例規に簡易・迅速にアクセスできるようになる。 

⑺ 委託内容と納入成果物 

ア 委託内容 

( ア ) システムの構築業務 

ａ 職員がイントラネットから例規及び原議を検索・閲覧できるデータベースを構築す

ること。 

教育委員会調査課 

京都市教育委員会のホーム

ページからサービスを利用 

受託者はデータ更新作業及び保守

作業を行う。また、教育委員会調

査課からシステムに問題があると

の連絡を受けた場合には、速やか

に対応する。 

教育委員会調査課は、更新に係るデ

ータの受渡し及びシステムに問題が

ある場合の受託者への連絡を行う。 
教育委員会職員 
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ｂ 職員が、例規の制定・改廃に当たり、原議を起案し、又は審査することを支援する

システムを構築すること。 

ｃ ａ及びｂについて、令和８年９月１日から稼働させること。 

なお、「稼働」とは、同日において、システム上で次のデータ（(エ)の外部公開用イン

ターネット版例規集にあっては、(ａ)の例規データのみ）を閲覧することができ、か

つ、システムが下記２～１１の仕様を満たす状態にあることをいう。また、システム

の稼働をもって、構築業務に係る検収条件とする。 

(ａ) 令和８年４月１日時点の例規データ（ＨＴＭＬ形式により提供） 

(ｂ) 同日時点の廃止例規データ（ＲＴＦ形式により提供） 

(ｃ) 現行システムに登載された過去例規データ（ＨＴＭＬ形式により提供） 

(ｄ) 現行システムに登載された原議データ（ＲＴＦ形式により提供） 

( イ ) システムの運用・保守業務 

システムを適切に管理・運用するとともに、必要に応じ改修等を行うこと。また、障

害発生時には、速やかに対応すること。 

( ウ ) 例規集の更新業務 

本市から提供する原議データ（ＰＤＦ形式又はＷｏｒｄ形式)に基づき、例規集を更新

すること。データの受渡しや校正の方法については、受託者の提案を基に、協議により

決定する。 

なお、更新の要件は次のとおりとする。 

ａ 更新は、原則として年２回（４月１日時点及び翌年１月１日時点）行うこと。ただ

し、１月１日時点において更新すべき内容がない場合は更新を年１回とする。 

ｂ 年間の更新スケジュールについて、各年度の開始前（令和８年度にあっては、令和

８年９月１日まで）に、予定表を作成すること。 

( エ ) 例規集の外部公開業務 

本市の公式ホームページ上に貼ったリンクから受託者の例規集のサーバにアクセスで

きるようにする方法により、インターネット上で例規集を公開すること。 

イ 納入成果物 

( ア ) 成果物の納入とその時期 

本件業務の成果物（ドキュメント類）及びその納入時期は次のとおりである。なお、

予め本市の承諾を得た場合に限り、一部を省略することができる。 

成果物 内容 納入時期 

プロジェクト実施

計画書 

プロジェクトの目的、実施体制、実施内容及び役割分担、

スケジュール、連絡体制、管理方法、テスト方針等を実

施計画としてまとめたもの 

プロジェクト

の開始前 

要件定義書 
仕様書等の要求事項を実現するために、システムに要求

される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの 
開発前 

移行計画書 
現行システムから新システムへ移行するデータの範囲

や手順、方法等をまとめたもの 
移行実施前 

移行結果報告書 
移行計画書に基づき実施した移行作業の結果をまとめ

たもの 

移行作業終了

後 

操作手順書及び運

用手順書 

システムの操作方法（一般利用者及びシステム管理者

用）や運用方法をまとめたもの 

システムの稼

働前 
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例規集更新データ

（外部公開用） 

例規集の更新を行った各時点における最新の例規デー

タ（ＨＴＭＬ） 

例規集の更新

時 

( イ ) 納入方法 

ａ 例規集更新用データ（外部公開用） ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにより納入する。 

ｂ その他の成果物 電子メールほか適宜の方法による。 

⑻ 実施スケジュール 

ア 委託期間 

契約締結日（令和８年４月１日を予定）から令和１３年３月３１日まで 

イ スケジュール 

システムの構築に係る詳細なスケジュールについては、本市と受託者との協議により決

定することとするが、おおむね以下の日程を目安とすること。 

( ア ) システムの開発期間 契約締結日から令和８年７月３１日まで 

( イ ) システムの検証期間 令和８年８月１日から同月１５日まで 

( ウ ) システムの運用開始日 令和８年９月１日 

 

２ システムの要件 
システムは、クラウドサービスを利用することを前提として、以下の要件を満たすものを構

築すること。 

⑴ 機能要件 

No 機能分類 機能名 説明 

１ 例規及び原

議の管理、検

索及び閲覧

機能 

例規の管理

機能 

 

⑴ 例規を適切に管理すること。様式についても搭載

すること。 

⑵ 例規を題名単位で更新できること。 

⑶ 管理者権限でログインすることにより、システム

に係る各種設定を変更できること。 

２ 例規の検索

及び閲覧機

能（イントラ

ネット版） 

⑴ 用語、題名、体系、五十音、種別並びに制定及び改

正に係る公布年月日並びに施行年月日から検索でき

ること。 

⑵ 題名、本則、附則、別表、様式等、各例規の構成ご

とに検索できること。 

⑶ 複数の検索語によるＡＮＤ／ＯＲ／ＮＯＴ検索や

条・項・号などの構造を絞った検索ができること。 

⑷ システム構築後に廃止された例規について、用語

検索（題名からの検索を含む。）ができること。 

⑸ 絞込み検索機能を有すること。 

⑹ 検索対象の例規件数、制定に係る公布年月日及び

公布番号を例規名とともに表示できること。 

⑺ 例規の各条項において引用している他の条項、別

表、様式等とリンクが設定されていること。 

⑻ 条文中で引用している他の例規についてリンク設
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定がなされていること。 

⑼ 同一の例規内において検索対象用語ごとにジャン

プできること。 

⑽ 様式を含む全ての例規本文について、検索対象用

語を色分けして表示できること。 

⑾ 平成２４年５月２日時点から、施行日ごとに例規

情報を管理するとともに、指定した施行日における

例規（過去条文）の閲覧が可能であること。また、改

正箇所を見え消し等で表示できること。 

⑿ 例規の未施行部分について、内容、公布年月日及

び公布番号とともに表示できること。 

⒀ 例規全体のほか、条項ごと等指定した範囲の条文

のみを表示し、及び出力する機能を有していること。 

⒁ 例規全体又は条項ごとに、新旧対照表形式のデー

タを出力できること。 

⒂ データの更新を原則として年２回行うこと。 

３ 例規の閲覧

機能（外部公

開用インタ

ーネット版） 

⑴ 例規の件名の目次検索及び五十音検索が可能であ

ること。 

⑵ データの更新を原則として年２回行うこと。 

４ 原議の管理、

検索及び閲

覧機能 

⑴ 平成２４年５月２日以降の原議並びに平成５年１

２月７日付け原議１件及び平成２１年１０月３０日

付け原議１件をデータベース化し、これを適切に管

理すること。 

⑵ 用語、題名、種別及び公布年月日ごとに原議の検

索、閲覧が行えること。 

⑶ 例規の改正沿革情報にリンクを設定し、該当する

原議を表示することができること。 

５ 例規の起案

支援及び審

査機能 

 

同左 ⑴ 現行の条文にシステム上で修正を加えることで、

改め文及び新旧対照表の自動生成が可能であるこ

と。また、そのプレビューが閲覧できること。 

⑵ 作成中の例規案を基に更に一部改正を行う手法

（いわゆる二段ロケット）への対応が可能であるこ

と。 

⑶ ＲＴＦ形式により、改め文及び新旧対照表の出力

が可能であること。その書式について、本市の要望

によるカスタマイズが可能であること。 

⑷ 法令構造、用字用語、引用法令等に関する審査機

能を有すること。 

⑸ 作成した一部改正文の溶け込み状況を見え消しで
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表示できること。 

⑹ セキュリティ機能として、ログイン時には、本市

が指定するＩＤ及びパスワード（本市の組織の単位

ごとなど複数付与することができること。）を必要と

すること。 

６ 法令等の制

定、改廃等情

報提供機能 

同左 ⑴ 法令の制定改廃による搭載例規への影響を点検で

きること。 

⑵ 法令改正や例規整備に関する解説等を提供するこ

と。 

⑶ ⑴及び⑵の機能について、イントラネットから情

報の検索、閲覧が可能であること。 

⑷ 法令の制定改廃情報等を、電子メール等により速

やかに本市に提供できること。 

なお、提供内容、提供に要する日数等については、

提案によるものとする。 

７ 法令の検索

及び閲覧機

能（※） 

同左 ⑴ 法律、政令、省令、告示等（通知・通達を除く。）

について、検索及び閲覧が可能であること。 

⑵ 例規の検索及び閲覧機能との連携により、例規中

で引用している法令についてリンク設定がなされて

いること。 

⑶ その他例規（イントラネット版）と同程度の検索

及び閲覧機能を有していること。 

⑷ データの更新を月１回以上行うこと。 

８ その他の付

属機能 

同左 ⑴ システムの操作方法等についてシステム上で確認

できる機能（ヘルプ機能ないしオンラインマニュア

ル）を設けること。 

⑵ その他提案によるものとする。 

  ※ 法令の検索及び閲覧機能を省略することができ、かつ、省略することにより見積額が

減少する場合は、当該機能を要求しない。 

⑵ 画面要件 

提案によるものとする。 

⑶ 帳票要件 
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No 帳票名 要件 

１ 新旧対照表 サイズ：Ａ４ 

媒体形式：紙（Ｗｏｒｄファイル） 

出力先：庁舎内プリンタ 

出力量：不明 

帳票のレイアウト：別途指定する。 

２ 原議文（改め文又は新旧対照

表） 

サイズ：Ａ４ 

媒体形式：紙（Ｗｏｒｄファイル） 

出力先：庁舎内プリンタ 

出力量：不明 

帳票のレイアウト：別途指定する。 

３ 例規データ サイズ：Ａ４ 

媒体形式：紙（Ｗｏｒｄファイル） 

出力先：庁舎内プリンタ 

出力量：不明 

⑷ データ要件 

No データ名 概要 補足 

１ 例規情報 京都市教育委員会が所管する例規

で特に指定するもの（廃止例規及び

過去例規を含む。以下「教育関係例

規」という。）を管理する。 

現在は現行システムで管理し

ている。 

２ 原議情報 教育関係例規の原議を管理する。 同上 

⑸ 外部インターフェース要件 

特に指定しない。 

 

３ 規模及び性能の要件 
⑴ 規模要件 

ア 機器数 

No 機器の区分 機器名 台数 補足 

１ 端末 イントラネットパソコン １５，１８４台 別途調達（リース等） 

２ プリンタ 庁舎内プリンタ 数百台程度 別途調達（リース等） 

イ 設置場所 

No 機器の区分 機器名 設置場所 補足 

１ 端末 イントラネットパソコン 京都市教育委員会事務局

及び教育機関並びに京都

市立幼稚園、小学校、中

学校、高等学校及び総合

支援学校の執務室 

 

２ プリンタ 庁舎内プリンタ 同上  

ウ データ量 
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No データ名 データ量 補足 

１ 例規情報 １５３件 令和７年４月１１日現在 

２ 廃止例規情報 ８８件 同上 

３ 過去例規情報 更新２４回分 平成１６年１２月１０日以後

のもの。ただし、一部にデータ

の欠損がある場合もある。 

４ 原議情報 ４７５件 平成２４年５月２日以降の原

議並びに平成５年１２月７日

付け原議１件及び平成２１年

１０月３０日付け原議１件。年

間２５件程のペースで増加す

る。 

エ 利用者数 

No 利用者区分 利用者数 補足 

１ 職員 ・イントラネットパソコンを利用

する職員約１２，６５７人（ただ

し、主な利用者は例規の立案・審

査に携わる職員であり、全ての

職員が頻繁に利用するものでは

ない。） 

・月間アクセス数：約３８０件 

・起案・審査支援機能につ

いては、市会議案作成時

期（１月、４月、８月及

び１０月）及び年度末の

規則改正時期（３月）に

比較的利用が多い。 

・２４時間利用（主な利用

時間は、平日８：３０～

１７：３０） 

２ 市民、事業者等 不特定多数 ２４時間利用 

⑵ 性能要件 

応答時間は、通常３秒以内を目安とすること。 

 

４ 情報セキュリティ要件 
⑴ アクセス制御 

ア 認証方法 

( ア ) ＩＰアドレス認証を行うこと（外部公開用インターネット版教育関係例規集を除く。）。 

( イ )  ( ア )に加え、例規の管理機能並びに起案支援及び審査機能にあっては、ＩＤ及びパスワ

ードによる認証を行うこと。 

イ アクセス・コントロール 

No 機能又は画面 利用者区分 アクセス権限 

１ 例規及び原議の管

理、検索及び閲覧機

能 

調査課の職員 管理、検索及び閲覧 

調査課以外の職員 検索及び閲覧 
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２ 例規の起案支援及び

審査機能 

調査課の職員その他例規の立

案・審査に携わる職員 

起案及び審査 

３ 法令等の制定、改廃

等情報提供機能 

全職員（電子メール等による情

報提供にあっては、調査課の職

員その他例規の立案・審査に携

わる職員） 

検索及び閲覧 

４ 法令の検索及び閲覧

機能 

全職員 検索及び閲覧 

５ 例規の閲覧機能（外

部公開用インターネ

ット版） 

市民、事業者等 閲覧 

６ その他の付属機能 協議により定める。 協議により定める。 

ウ 不正ログインの防止 
不正ログインを防止するための所要の措置を講じること。 

⑵ 通信 

管理画面へのアクセスについては、ＴＬＳ１．２以降により暗号化すること。 

⑶ ログの取得 

ア アクセスログを取得し、集計すること。 
イ アクセスログ（集計データを含む。）を、管理者権限を有する職員が閲覧できるようにす

ること。 
ウ 取得したログは１年間以上保存し、必要に応じ調査、分析できること。 

⑷ バックアップの取得 
データのバックアップを毎日実施し、万が一障害が発生した場合においても、即座に復旧

が可能な体制を構築すること。 

⑸ 不正プログラム対策 

ア サーバには、常に最新のウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルが更新さ

れた場合は、速やかに適用すること。 

イ 定期的にウイルススキャンを実施すること。 

⑹ ぜい弱性対策 

ア 導入するソフトウェアについては、修正プログラムやバージョンアップの提供等、開発

元のサポートがある信頼性の高い製品を利用すること。 

イ 導入したＯＳやソフトウェアにぜい弱性が発見された場合は、システムへの影響、重要

性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用できること。 
 

５ システムの拡張性等の要件 
⑴ 機能の拡張性 

例規の起案支援及び審査機能については、例規改正技術の変化等に即応し、所要のバージ

ョンアップを行うこと。 
⑵ 上位互換性 
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システムで使用するＯＳやソフトウェアのバージョンアップがあった場合、適切に対応す

ること。 
⑶ システム中立性 

将来のシステム更新時に円滑なデータの移行ができるよう、例規情報及び原議情報をＣＳ

Ｖ形式等の汎用的な形式で出力できるようにすること。 

 

６ システムの稼働環境 
⑴ 機器構成 

システムを稼動させるうえで十分な性能を有するサーバ等の機器を、受託者の負担におい

て準備し、以下の要件を満たすインターネットデータセンタ等のセキュリティ対策及び災害

対策が施された場所に設置すること。機器の構成及び設置場所については、本市に報告する

こと。 

ア 建物 

耐震構造又は免震構造を有し、耐（免）震性能は加速度６００gal 以上（震度７程度）を

有すること。 

イ 非常用電源設備 

無停電電源装置・自家発電装置を有し、２４時間３６５日の無瞬断無停電で運用できる

こと。 

ウ 設置場所 

所在地は、バックアップデータの保存先も含め、国内とすること。 

エ 入室管理 

( ア ) データセンターには、特定の要員のみが入室できるよう、有人監視・ＩＣカード・バ

イオメトリクス認証・共連れ防止扉により、入室を制限すること。 

( イ ) データセンターの入退室データを管理すること。 

( ウ ) データセンターには、フロア全体が網羅的に監視できるカメラを設置すること。 

⑵ クライアント要件 

ＯＳ及びブラウザのバージョンは、次のとおりとする。 

なお、本市がＯＳ又はブラウザのバージョンアップを行う場合は、速やかにこれに対応す

ることとし、当該対応に要する費用は、受託者の負担とする。 

区分 ＯＳ及びブラウザのバージョン 
職員が使用するイント

ラネットパソコン 
OS：Microsoft Windows 10 以降 

ブラウザ：Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome

等の主要なブラウザのシステム構築時点における最新版にお

いて正常に動作すること。 

市民、事業者等が使用す

るＰＣ、スマートフォン

等 

OS：Microsoft Windows、macOS、Android、iOS 

ブラウザ：主要なブラウザ（Microsoft Edge、Apple Safari、

Mozilla Firefox、Google Chrome）のシステム構築時点におけ

る最新版 

⑶ アクセシビリティ要件 

外部公開用インターネット版教育関係例規集については、「JIS X 8431-3:2016『高齢者・
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障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス』」レベルＡＡに

準拠した高齢者及び障害者が利用しやすいものとすること。 

 

７ 移行要件 
⑴ 移行対象データ 

現行システムから移行するデータは、次のとおりとする。 

データ名 概要 データ量（令和７年４月１１日現在） 備考 

現行例規情報 令和７年４月１１日現在の

例規データ 

１５３件 ＨＴＭＬ形式

により提供 

廃止例規情報 令和７年４月１１日までに

廃止された例規のデータ 

８８件 ＲＴＦ形式に

より提供 

過去例規情報 平成１６年１２月１０日か

ら令和７年４月１１日まで

の各時点における例規デー

タ。ただし、令和３年７月

１日版以降に搭載されてい

る例規のものに限る。 

更新２４回分（一部欠損可

能性あり） 

ＨＴＭＬ形式

により提供 

原議情報 平成２４年５月２日以降の

原議並びに平成５年１２月

７日付け原議１件及び平成

２１年１０月３０日付け原

議１件のデータ 

４７５件 ＲＴＦ形式に

より提供 

⑵ 移行計画書等の作成 

移行作業の実施に当たっては、移行スケジュール及び本市と受託者の役割分担を明記した

移行計画書を作成すること。また、移行作業完了後に移行結果報告書を作成し、本市に提出

すること。 

 

８ 運用の要件 
⑴ サービス提供時間と稼働率 

システムのサービスを提供する時間は、３６５日２４時間とする。データの更新等により

サービスの停止について受託者が本市に事前に連絡した場合を除く稼働率は、９９．５％以

上とすること。 

⑵ 障害対応 

ア 受託者は、システムに関し障害が発生したときは、速やかに障害の原因を特定し、シス

テムの復旧を行うものとする。 

イ 復旧までの時間は、原則として２時間以内とする。ただし、２時間以内の復旧が困難

である場合は、その旨を速やかに本市に連絡したうえ、協議するものとする。 

⑶ サポート体制の構築等 

システムに関する職員からの問合せに対応できる体制を設け、連絡窓口（電話、電子メー

ル等）を設置すること。その内容については、提案によるものとする。 
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９ 実施体制等の要件 
⑴ 実施体制 

本件委託業務を確実に履行できる体制を設けること。その内容については、提案によるも

のとする（プロジェクトマネージャを設置して、プロジェクトの進行管理を行うこと等）。 

⑵ 管理方法 

ア 受託者は、契約の締結後速やかにプロジェクト実施計画書を提出し、本市の承認を得る

こと。また、同計画書で定めた事項に変更がある場合は、速やかに本市に連絡し、承認を

得ること。 

イ プロジェクトの進行の管理方法については、提案によるものとする。 

⑶ 作業場所等 

ア 作業場所及び開発環境等必要な機材については、受託者において用意すること。 
イ 本市が承認した作業場所以外で作業を行わないこと。 

ウ 本市庁舎内において作業を実施する場合は、作業内容及び作業日程、作業時間について、

事前に本市の承認を得ること。 
エ 本市ネットワーク機器の設定変更等が必要な場合は、本市ネットワーク所管課（学校事

務支援室）と協議を行い、了承を得ること。 

 

１０ 権利の帰属その他特記事項 
⑴ 権利の帰属 

ア 例規集に係るデータ（起案支援機能により作成したデータを含む。）に関する著作権その

他の知的財産権は、本市に帰属するものとし、受託者は、成果物に関する著作者人格権を

行使しないものとする。 

イ 例規集更新データ（１⑺イにより納入するもの）の所有権は、本市に帰属するものとす

る。 

ウ 本件委託業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場

合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係

わる一切の手続を行うものとする。 

エ 本件委託業務の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、

本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても

上記ア～ウに準じる。 

⑵ 特記事項 

受託者は、本仕様書によるほか、「電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の

委託契約に係る共通仕様書」に従い本業務を遂行すること。 
なお、本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕

様書に定める内容が優先するものとする。 
 



（別紙２） 
京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務

委託のプロポーザル企画提案書等作成要領 

 
１ 提出資料の種類 

京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託のプロポーザル

の提案書として、次の資料（以下「企画提案書等」という。）を提出すること。 
⑴ 企画提案書 
⑵ 企画提案書記載事項確認書（様式３） 
⑶ 見積書（様式４） 
⑷ 経費内訳書（様式５） 
⑸ 京都市教育関係例規データベースシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関する協

定書（様式６）※コンソーシアムを結成して参加する場合のみ 
 

２ 全般的な留意事項 

⑴ 提案者は、別紙１「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業

務委託のプロポーザル仕様書」に基づき提案すること。 
⑵ プロポーザルの結果、受託候補者の決定を受けたときは、詳細な仕様等の契約内容について本

市と協議し、契約金額を再提示するとともに、契約書に添付する仕様書の案を作成すること。 
⑶ 企画提案書等の内容は、提案者が自ら実現できる範囲内で記載すること。 
⑷ 企画提案書等に記載すべき事項が記載されていないとき又は提案内容が別紙１の仕様書の要

件を満たしていないときは、失格になることがある。 
⑸ 企画提案書等に記載された内容について、その実現に必要となる追加費用は全て提案者の負担

とし、本市は、契約においてあらかじめ約定した金額以外に追加の支出を行わないため、これを

踏まえたうえで提案すること。 
 
３ 企画提案書等の作成上の留意事項 

⑴ 企画提案書及び企画提案書記載事項確認書（様式３） 
ア 企画提案書の様式は、任意とする。 
イ 企画提案書は、日本語で記載すること。 
ウ 表題は、「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託

に関するプロポーザルの企画提案書」とすること。 
エ 企画提案書は、企画提案書記載事項確認書の全ての項目について言及すること。 
オ 評価作業者が漏れなく正確に評価できるよう、原則として企画提案書記載事項確認書の各項

目順に編集すること。 
カ 企画提案書記載事項確認書で示した項目の企画提案書における記載箇所を、企画提案書記載

事項確認書中で明示すること。 



キ 企画提案書は、表紙、目次、企画提案書記載事項確認書、実施体制表、実績表、企画提案書

記載事項確認書の項目に係る提案、貴社独自の提案の順番で編集すること。 

ク 本市の提示した仕様書の全面コピーや「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。 
ケ 企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、極力分かりやすい表現で記

載すること。 
⑵ 見積書（様式４）及び経費内訳書（様式５） 
ア 見積書 

見積書には、本件委託業務の遂行に係る経費（システムの構築、導入、データ更新、運用保

守、既存データの移行、システムを稼動させるために必要な全ての経費をいう。）を算定の上、

５年間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日）の総額及び各年度の金額を記載すること。

また、担当者の氏名及び連絡先を記載すること（押印は不要です。）。 
なお、以下の点に留意すること。 

(ア) 令和８年度においては、令和８年９月１日からシステムを稼動させることとした場合の金

額を算定することとし、また、システムの構築、導入等に係る初期費用は、同年度の金額に

算入すること。ただし、委託料の支払は、当該年度における本市予算の範囲内で行うため、

注意すること。 
(イ) 「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関す

る受託事業者の公募について（プロポーザル説明書）」３の契約上限額及び別紙１「仕様書」

に記載の要件を十分に確認すること。 

イ 経費内訳書 
経費内訳書には、見積書に記載した金額の根拠となる経費の内訳を詳細に記載すること。 

ウ その他 
本市が示した契約上限額を上回る価格で見積書を提出したときは、失格とする。 

⑶ 京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ更新等に係る業務委託に関する協定

書（様式６） 

協定書には、必要事項を記載するとともに、コンソーシアムを構成するすべての構成員につい

て、商号又は名称及び代表者名を記載したうえ、代表者印を押印したものの写し（スキャンデー

タ）を提出すること。 

 

４ その他 

提出期限、提出方法等については、「京都市教育関係例規執務サポートシステムの構築、データ

更新等に係る業務委託に関する受託事業者の公募について（プロポーザル説明書）」に記載のとお

りとする。 



（別紙３） 
提案内容評価要領 

 

１ 基本的な考え方 

この委託業務の受託者を決定するため、プロポーザルにより提案内容の評価を行い、受託候

補者の順位付けを行う。 

なお、プロポーザルは、受託候補者が１者の場合であっても実施する。 

提案内容の評価は、次のとおり、技術力と見積価格を総合的に判定する。 

⑴ 技術力の評価 

企画提案書及びプレゼンテーションに基づき提案内容を評価し、「技術点」を与える。 

「技術点」は、１２０点満点とする。 

⑵ 見積価格の評価 

見積価格を後に示す計算式に基づき計算し、「価格点」を与える。 

「価格点」は、１００点満点とする。 

⑶ 受託候補者の選定方法 

「技術点」及び「価格点」を合計し、合計点数が最も高い者を受託候補者（第一交渉権者）

とする。ただし、受託候補者が示す「プロポーザルの参加資格」を満たしていない場合及び

「技術点」が５０点に満たない場合は、受託候補者が１者の場合であっても採用しない。 

⑷ 有効数字 

「技術点」及び「価格点」の算出に当たっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点

以下２桁目で四捨五入する。 

⑸ 合計点数が最も高い者が２以上あるとき（同点）の対応 

ア 提案者それぞれの「技術点」と「価格点」が異なる場合 

「技術点」が高い者を受託候補者とする。 

イ 提案者それぞれの「技術点」と「価格点」が同じ場合 

くじ引きにより、受託候補者を決定する。 

２ 技術点の評価【１２０点】 

⑴ 評価項目及び配点 

別紙４「提案内容評価表」に基づき採点を行う。 

⑵ 評価方法 

ア 項目評価点の考え方 

評価対象の各項目を下記５段階で評価する。 

基  準 評価点 

要求水準を超える非常に優れた提案がある。 ５点 
要求水準を超える優れた提案がある。 ４点 
要求水準を満たしており、かつ、記述に具体性がある。 ３点 
要求水準を満たしているが、記述に具体性がない。 ２点 
要求水準を満たしていない。 ０点 
 



イ 項目加重点の考え方 

評価項目の重要度に応じて、特定の項目に加重点を設定する。 

ウ 技術点の計算 

技術点は、次の式により計算する。 

① 項目評価点＝評価点×項目加重点 
② 技術点＝項目評価点の合計 

エ 採点方法 

別紙４「提案内容評価表」に基づき、各審査者が採点した点数（価格点を除く。）につい

て、各項目の最高点と最低点を除いたものの平均点を算出し、各項目の平均点を合計する。 

なお、同じ最高点、最低点をつけた審査者が複数いたときは、それぞれ１人分の点数を

除く。 

オ 技術点の評価について 

提案書作成の条件を大きく逸脱している場合は、評価しない（０点とする）ことがある。 

 

３ 価格点【１００点】 

価格点の計算は、以下の式により行う。 

（各提案者が提示した価格のうち、最低のもの／貴社提示価格）×１００点 
 

上記の点数を価格点とする。ただし、貴社提示価格が示した契約上限額を超過している事業

者については、技術点が優れている場合であっても採用しない。 

 



（別紙４）

評価事項
（

①
）

評
価
点

（

②
）

項
目
加
重
点

満
点
時
配
点

（

①
×
②
）

項
目
評
価
点

備考

過去の例規等に係るデー
タの構築

過去例規、廃止例規及び過去原議を登載でき
るか。

1 5
データは本市から提供す
る。仕様書を参照のこと。

ユーザインタフェース
（使いやすさ）

検索・閲覧機能の操作性や視認性は良好か。
複雑な検索条件等を直感的に設定できるか。

3 15

検索機能の充実

検索機能が充実しているか（基本的な検索・
閲覧機能は登載されているか。複雑な検索条
件（用語Ｘを含み、かつ、Ｙを含まない等）
の設定が可能か等）。

2 10

改正履歴の管理及び閲
覧

施行日ごとに例規を管理し、指定した施行日
における改正箇所（未施行部分を含む。）を
見え消し等の形で表示できるか。

1 5

システム構築後に新たに登
載される例規だけでなく、
過去例規についても対応可
能であれば加点する。

データ更新
入稿後速やかに正確なデータを更新できる
か。データの受渡し等に要する負担は小さい
か。

1 5
データの受渡しや校正の方
法について提案すること。

原議の検索及び閲覧

原議の検索機能が充実しているか（本則、附
則、別表、様式等の構成ごとに検索できる
か）。例規の改正沿革情報とリンクされてい
るか。

1 5

改正沿革情報とのリンクに
ついて、システム構築後に
新たに登載される原議だけ
でなく、過去原議について
も対応可能であれば加点す
る。

ユーザインタフェース
（使いやすさ）

改正内容の入力、改め文や新旧対照表の作成
等の操作が（逐一マニュアル等を参照せずと
も）直感的に可能か。画面は見やすいか。

1 5

溶け込み後の条文全体を独
立で（編集画面とは別で）
表示できることが望まし
い。

クオリティ
審査・点検項目は充実しているか。また、自
動生成される改め文・新旧対照表の精度は高
いか。

1 5
表の一部改正にも精確に対
応できることが望ましい。

法制執務ルールのカス
タマイズ

審査・点検項目や出力設定等を本市の要望に
合わせてカスタマイズできるか。

1 5

複雑な改正への対応等
多段改正等の複雑な改正に対応できるか。シ
ステム外で別途作成された原議データの取り
込みが可能か。

1 5

法令の制定改廃情報

法令の制定改廃による例規への影響を詳細に
点検できるか。また、法令の制定改廃の内容
について、あらましや新旧対照表、施行日ご
との条文内容などを参照可能か。

1 5

法令解説
法令改正や例規整備に関する解説があるか。
その内容は充実しているか。

1 5

情報提供の方法
情報提供を迅速に行うことができるか。ま
た、メールによる配信は可能か。

1 5

メール配信が可能である場
合、その内容の充実度も評
価項目とする。

その他の付属機
能

機能の充実
使用頻度の高さが見込まれる有用な機能があ
るか。

1 5
内容については提案によ
る。

情報セキュリティ対策
不正プログラムやぜい弱性に対するセキュリ
ティ対策ができているか。アクセスの制御は
適切になされているか。

1 5

ログの取得及び活用
アクセスログ等を取得し、必要に応じ閲覧、
調査及び分析ができるか。

1 5

システムの拡張
性等

システム中立性
将来のシステム更新時に円滑なデータの移行
ができるよう、例規情報及び原議情報をＣＳ
Ｖ形式等の汎用的な形式で出力できるか。

1 5

システムからの一括出力が
可能であることが望まし
い。

提案内容評価表

例規の起案支援
及び審査機能

法令等の制定、
改廃等情報提供
機能

例規及び原議の
管理、検索及び
閲覧機能（イン
トラネット版）

評価項目

情報セキュリ
ティ

技
術
点
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目
評
価
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備考評価項目

稼働体制、障害対応等

システムを安定して稼動させる（アクセスが
集中する時間帯においても迅速なレスポンス
を維持する）ために充分な対策が講じられて
いるか。また、システムに障害が発生した場
合に早期に復旧させるための体制は十全か。

1 5

起案支援機能のレスポンス
を特に重視する。（入力時
の素早いタイピングに反応
できるか、エラーチェック
や原議作成に過度な時間が
掛からないか等）

サポート体制の構築
システムに関する本市職員からの問合せに対
して迅速かつ適切に対応できる体制が整えら
れているか。

1 5

実施体制等 業務実施体制の構築
業務を確実に履行できる体制が設けられてい
るか。プロジェクトの進捗管理を行う責任者
等は明確にされているか。

1 5

実績
他の地方公共団体での
導入実績

提案しているシステムが、都道府県及び他の
政令指定都市において導入されているか。

1 5

小　　　　計 0 120 0

（最低提示価格／貴社提示価格）×１００点 100

小　　　　計 100 0

合　　　　計 220 0

運用

価
格
点


